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結
論

第
二
節
二
学
校
礼
拝
」
(
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
九
年
判
決
)

慾
法
異
議
申
立

学
校
礼
拝
判
決
の
問
題
点

学
校
礼
拝
に
関
わ
る
宗
教
的
諮
関
連
と
宗
教
的
諮
婆
素

信
教
の
自
由
に
関
わ
る
判
部
の
特
徴

第
一
一
一
第
二
(
学
校
〉
十
字
架
判
決
」
(
連
邦
懇
法
裁
判
所
…
九
九
五
キ
判
決
)

十
字
架
判
決
の
問
問
題
点

積
極
的
及
び
消
極
的
宗
教
の
臨
由

十
字
架
判
決
の
総
合
評
題

第
出
向
館
一
「
(
学
校
)
十
字
架
判
決
」
(
バ
イ
エ
ル
ン
議
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
判
決
)

住
民
訴
訟
に
至
る
背
景

判
決
主
皆

堕
.
語
教
の
自
由
と
紛
争
解
決
規
定
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信
教
の
自
由
は
、
基
本
権
の
や
で
も
最
も
桜
滅
的
な
権
利
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
、
十
六
世
紀
初
頭
の
欧
州
で
、
な
か

ん
ず
く
マ
ル
チ
ン

-
ル
ツ
タ 

の
宗
教
改
革
を
契
機
と
し
て
、
提
唱
さ
れ
、
当
初
は
、
諸
侯
の
宗
派
(
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ル
タ 

派
)
選

択
の
自
由
と
い
う
形
で
提
唱
さ
れ
、

一
五
五
五
年
、

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
の
宗
教
和
識
で
諸
倹
の
宗
派
選
択
の
白
鼠

決
定
権 

忠
言
語
以
往
0
・
ぷ
京 

g
g円

山

O
B
S出
耕
輔
ち
凡
さ
か
前
九
け

が
認
め
ら
れ
た
。

の
宗
派
で
あ
る
こ
と
令
潔
し
と
し
な
い

ぃ
、
宗
派
を
悶
じ
く
寸
る
領
主
の
領
土
に
移
住
寸

る
臨
出

出
窓
寝
室
。
ま
と
が
認
め
ら
札
川
。

の
自
由
は
、
現
世
臨
降
法
的
に
も
一
般
的
に
承
認
さ
れ
、
諸
患
の
正
観
的
多
数
の
憲
法
で
も
保
障
競
走
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し

額
際
法
的
に
保
障
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
の
霞
内
で
の
実
現
方
法
は
、
各
富
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
患
の
歴
史
的
背
景
と
そ

の
一
信
ず
る
宗
教
そ
の
も
の
が
異
な
る
場
合
に
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
方
法
に
も
'
自
ず
と
あ
る
種
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
も
蛮
極
当
然

g

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
国
際
法
的
人
権
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
の
保
鐙
方
式
に
も
、
や
は
り
共
通
の
普
遍
的
部
分
も

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
か
ら
し
て
も
、
諸
外
闘
の
保
障
方
式
令
あ
る
殺
度
参
移
に
し
て
、

の
向
上
の

た
め
に
科
帰
す
る
こ
と
も
必
繋
に
な
る
。

、
戦
後
ア
メ
リ
カ
か
ら
多
大
な
影
響
会
受
け
、
「
倍
教
の
自
由
」
が
実
繋
的
に
「
政
教
分
離
」
と
間
関
聾
さ
れ
て
い
る
よ

う
な 

象
を
与
え
て
い
る
。
本
来
「
政
教
分
離
」
が
「
信
教
の
自
由
」
た
る 

品
開
を
実
現
す
る
た
め
の
(
重
要
で
は
あ
る
が
)
一
手
段

で
あ
る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
自
的
で
あ
る
か
の
如
き
扱
い
を
受
け
つ
つ
あ
る
よ
う
な
現
実
が
苓
在
し
て
い
る
。
し
か

も
「
政
教
分
離
」
を
植
え
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
以
上
に
厳
格
な
「
政
教
分
離
」
を
自
信
指
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
さ
え
あ
る
。

i

同
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こ
の
よ
う
な
現
状
に
、
筆
者
は
、
「
信
教
の
自
由
」
を
保
障
す
る
目
的
の
た
め
に
緩
や
か
な
「
政
教
の
制
度
的
分
離
」
を
維
持
す
る

F

も
、
こ
れ
に
加
え
て
「
政
教
相
互
補
完
」
の
仮
説
を
対
置
し
た
い
。

つ
ま
り
国
家
と
各
宗
教
団
体
が
相
互
に
そ
の
独
立
を
維
持
し
、
制
度
的
分
離
を
維
持
す
る
も
、
共
通
課
題
領
域
(
伝
統
的
儀
式
そ
の

他
の
領
域
)
で
は
、
相
互
協
力
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
そ
の
共
同
領
域
と
し
て
は
、
国
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
、
社
会
通
念
に
合
致
す
る
(
宗
教
を
含
む
)
儀
式
、
社
会
保
障
、
教
育
、

人
道
的
活
動
、
海
外
開
発
援
助
等
の
領
域
が
挙
げ
ら
れ
る
。

前
記
の
仮
説
の
参
考
と
な
る
選
択
的
諸
例
と
し
て
、
「
信
教
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

「
裁
判
所
法
廷
の
十

字
架
」
、
「
学
校
礼
拝
」
、
「
(
学
校
)
十
字
架
判
決
」
、
「
(
学
校
)
十
字
架
判
決
」
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
判
決
)
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
。
�
 

(2)

第
一
節
一
「
裁
判
所
法
廷
の
十
字
架
」
(
一
九
七
三
年
七
月
十
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
)

憲
法
意
義
申
立
に
至
る
事
実

州
行
政
裁
判
で
一
般
的
に
法
廷
に
十
字
架
が
掲
げ
ら
れ
た
。
異
議
申
立
人
弁
護
士
ヴ
ア
イ
ル
(
旧
ド
イ
ツ
国
籍
、
イ
ス
ラ
エ
ル

人
)
は
、
異
議
申
立
人
�
 夫
人
(
旧
ド
イ
ツ
国
籍
、
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
)
の
行
政
裁
判
所
の
訴
訟
代
理
人
。
異
議
申
立
人
は
、
裁

判
官
の
机
上
十
字
架
が
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
�
 

(3)

行
政
裁
判
所
は
、
「
裁
判
所
法
廷
の
十
字
架
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
高
等
裁
判
所
の
判
決
と
同
様
に
、
法
治
国
家
思
想
に
も
、
裁
判
官

U
日



総数の自Ef3をめぐるドイツの務半IH担1](づ、寺本}

-e
e 

L側勝

の
独
立
の
療
関
に
も
違
反
せ
ず
、
議
教
、
良
心
攻
ぴ
品
川
口
自
の
由
民
由
、
入
閣
の
尊
厳
、
も
し
く
は
平
等
規
定
の
侵
害
も
認
め
る
こ
と
が
で

{4)

き
な
い
」
と
の
判
決
を
し
た
。

異
議
申
立
入
選
は
、
憲
法
異
議
申
立
の
や
で
、
一
信
教
、
良
心
及
び
管
内
ロ
の
自
由
〈
総
本
法
第
認
条
一

(

6

)

(

7

)

 

、
平
等
規
定
(
碁
本
法
第

現
夏
、
ぴ

ー
な
ら
び
に
、
薬
本
法
第
一
条
一
項
実
ぴ
…
一
項
に
よ
る
彼
等
の
議
機
科
の
侵
害
、
基
本
法
第
十
二
条

の
獲
窓
口
も
主
張
し
た
の

「
法
難
十
字
架
の
設
費
は
、

の
厳
正
中
立
義
務
と
相
容
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
で
数
百
年
以
来
、
十
字
架
と
そ
の
精
神
の
下
に
追
害

さ
れ
、
か
っ

ら
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
憲
法
侵
答
は
、
挑
戦
的
だ
。
十
字
架
は
、
常
一
俗
図
家
で
、
宣
誓
十
字
架
と
し
て
き

え
裁
判
所
法
廷
の
装
備
に
属
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
教
義
で
さ
え
貰
替
に
お
け
る
十
字
架
の
援
活
を
命
じ
て
い
な
い
か

裁
判
所
法
廷
の
十
字
架
判
決
の
問
問
題
点

十
字
架
の
装
備

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
、
‘

つ
の
火
の
灯
っ
た
ロ
!
ソ
ク
と
十
字
架
が
議
判
所
法
廷
の
机
上

(
凶
)

れ
た
。

ォ
ー
ス
ト
リ
!
・
ハ

(
れ
)

ン
ガ
リ
!
正
樹
で
十
字
架
と
ロ
!
ソ
ク
は
法
律
で
命
じ
ら
れ
た
。
今
呂
田
家
の
建
物
、
と
り
わ
け
裁
判
所
法
廷
で
の
十
字
架
装
備
の

憲
法
適
合
性
が
関
わ
れ
始
め
た
。
つ
ま
り
十
字
架
が
、
今
野
恭
本
法
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
毘
家
の
宗
教
的
中
立
の
原
則
、
国
家
の
操
教

(
同
凶
)

的
諮
問
出
体
と
の
「
非

体
化
」
の
原
捌
及
び
閣
家
と
教
会
の
制
度
的
分
離
の
原
間
に
途
朕
す
る
か
否
か
の

ド
イ
ツ
の
�
 

121-



宗教法君事協努 (2叙)0)

務

J

十
字
架
調
達
の
予
算
資
金
の
承
認
と
法
廷
で
の
十
字
架
の
利
用
に
関
す
る
可
能
な
諸
指
示
は
、
そ
の
命
令
と
実
行
が
未
だ
政
援
に
、
側
々

の
匿
民
の
権
制
約
領
域
に
介
入
し
な
い
行
政
措
襲
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
異
議
・
申
立
入
に
対
す
る
首
相
の
欝
簡
は
、
こ

{
叫
川
)

て
、
行
政
異
議
の
対
象
と
な
り
得
な
い
臨
時
過
速
に
鳴
き
な
い

第
ニ
の
対
象
に
つ
き
、
第

の
論
拠
を
機
示
す
る
。

法
的
争
で
、
行
政
裁
判
所
の
十
学
架
無
き
法
話
の
口
頭
弁
論
を
可
能
に
す
る
措
置
の
拒
否
は
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
法
第
九
十
条
一
項
の
意
味
で
の
公
権
力
の
謡
重
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
高
権
行
為
に
対
す
る
自
立
的
異
議
事
立
の

(
問
問
)

許
容
に
懸
念
を
持
た
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
憲
法
違
合
性
の
決
定
に
対
す
る
保
護
価
値
あ
る
利
益
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

〈

刊

川

〉

逮
邦
行
政
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
。

5
.
二
つ
の
争
点

L

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
憲
法
異
議
申
立
の
対
象
を
二
つ
に
娘
定
し
た

第
…
は
、
裁
判
所
法
住
を
十
字
架
で
装
備 
ず
る
矧
家
権
力
の

〈
門

μ〉

殺
を
按
否
す
る
哉
判
所
の
行
政
行
為
へ
の
拭
弁
。

第「
異
議
申
立
入
違
が
裁
判
所
法
廷
の
装
備
に
慰
問
す
る
一
般
的
命
令
に
反
対
す
る
限
り
、
憲
法
異
議
申
立
は
許
さ
れ
な
い
。
持
放
な
ら
、

第

が
許
さ
れ
な
い
と
し
、
第
二
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。

、
こ
の
間
関
は
、
ニ
ュ 

(

は

)

(

日

)

ル
ン
ベ
ル
グ
高
等
裁
判
所
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
、
及
び

i

c

J つ

122-

〈
日
)

い
が
あ
る
。

般
的
命
令
へ
の
抗
弁
、
第
二
は
、

の
対
象
に
つ
き
、
連
邦
憲
法
裁
創
刊
所
第
一
法
廷
は
以
下
の
判
決
を
し
た
。

め
訴
訟
継
続
申
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r
n
L
K

、
作
ふ

は
、
許
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い υJ

E
.
主
観
的
権
制
約
の
侵
害

-123-

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

〈お〉

「
裁
判
所
法
廷
で
の
十
字
架
の
装
犠
は
、
十
字
架
が
宗
教
方
式
で
宣
誓
す
る
者
へ
の
治
問
…
欝
対
象
」
提

供
を
も
っ
て
正
当
北
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
宣
誓
義
務
者
に
対
す
る
宗
教
的
寛
容
の
誤
解
無
き
表
明
の

に
応
ず
る
こ

妨
げ
ら

(
幻
)

れ
な
い
。
」
と
の
見
解
を
採
っ
た
。

更
に
第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
前
述
の

、
笠
誓
対
象
と
し
て
の
十
字
架
の
限
定
的
機
認
が
誰
に
と
っ
て
も
明
確
な
の
に
対
し
、

裁
判
所
法
廷
の
十
字
架
に
よ
る
常
設
的
装
備
は
、
よ
り
深
い
意
味
の
部
品
然
を
与
え
る
。
何
故
な
ら
キ
リ
ス
ト
の
苦
協
と
支
配
の
意
味
像

(
判
叫
)

と
し
て
の
十
字
架
は
、
古
く
か
ら
、
今
ワ
ス
ト
教
信
仰
の
象
徴
的
総
体
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
偲
々
の
訴
訟
参
張
者
が
、
自
己
の
宗
教
的
問
、
も
し
く
は
、
没
界
観
的
確
信
に
畏
し
て
ネ
ー
字
架
の
下
で
い
法
的
争

い
を
遂
行
し
、
し
か
も
純
粋
に
世
俗
的
領
域
で

体
化
と
感
じ
ら
れ
る
装
備
を
忍
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
不
可
避
な
強
制
に
よ
っ

{
お
)

て
、
蕊
本
法
第
四
条
一
項
か
ら
の
蒸
本
権
が
現
察
さ
れ
た
と
感
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

不
可
侵
と
し
て
保
障
さ
れ
る
僑
仰
及
び
告
自
の
自
防
た
る
恭
本
権
は
、
基
本
機
体
系
出
?
の
最
高
価
値
と
し
て
の
人
間
の
崎
将
厳
と
審
接

(
M剖
〉

な
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
序
持
か
ら
し
て
、
拡
大
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
体
現
怒
れ
る
、
世
界
観
的
及
、
び

宗
教
的
諸
問
題
に
お
い
て
間
家
の
強
制
別
に
閣
わ
さ
れ
な
い
自
由
機
は
、
少
数
派
の
保
護
を
、
こ
の
保
護
の
要
求
が
住
民
の
多
数
の
信
教

(お〉

の
自
由
の
一
汀
使
の
諸
権
利
と
鋭
敏
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
比
較
的
小
さ
な
殺
害
に
対
し
て
も
、
ま
市
羽
化
さ
れ
る
。

異
義
的
立
人
速
は
、
自
己
に
と
っ
て
「
十
字
架
の
下
で
の
交
渉
」
強
制
が
、
期
持
不
可
能
な
内
的
勢
総
と
説
明
し
た
。
申
立
人
達
は
、

真
撃
な
、
納
得
可
認
な
、
諸
考
膚
を
読
示
し
た
。
従
っ
て
、
十
字
架
無
き
法
廷
で
の
交
渉
の
可
能
性
の
拒
容
に
対
す
る
憲
法
異
議
・
申
立



宗教法第19号(2000) 

w.
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
国
家
と
教
会

(幻〉

ド
イ
ツ
で
は
、
患
家
と
教
会
の
絶
対
的
分
離
は
存
在
し
一
な
い
。
国
家
と
教
会
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

{
叩
的
〉

基
本
法
(
教
会
規
定
話
回
出
家
教
会
法
)
と
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

1
.
間
家
と
教
会
の
結
び
付
き

第
聞
の
教
会
は
、

問
。
条
砂
ワ
イ
マ 
i
ル
懇
法

七
条

て
の
宗
教
的
告
岳
に
対
す
る
宗

し

さ
れ
、
何
人
も
、
宗
教
的
観
点
を
理
由
と
し
て
不
利
な
扱
い
を
受
け
て
は
な
ら
ず

条
・
ワ
イ
マ

G

ル
憲
法

i

ま
た
二
廷
の
宗
教
関
体
が
、
公
法
上
の
法
人
(
基
本
法
第
一
宮

明
、
、
課
税
権
が
保
樟
(
基
本
法
第
一
路 
O
条
・
ワ
イ
マ 
l
ル
憲
法
二
二
七
条
六
項
)
さ
れ
、
自
由
家
の
施
設
で
の
司

牧
の
権
利
〈
基
本
法
第
一
四

的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。 

O
条
・
ワ
イ
マ 
i
ル
憲
法
第
一
四
一
条
)
及
び
宗
教
教
育
が
(
基
本
法
第
七
条
三
項
、

一
密
一
条
)
照
明
示

2
.
裁
判
所
に
お
け
る
圏
家
の
中
立
義
務

臣
家
と
教
会
の
前
記
の
多
様
な
接
触
と
結
び
付
き
は
世
俗
国
家
の
裁
判
権
力
に
は
該
当
し
な
い
。
こ
の
領
域
で
隣
家
は
、

世
界
観
的
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
九
総
。
そ
の
需
宗
教
口
約
金
界
観
的
領
域
に
お
け
る

の
絶
対
的 

体
北
禁

しミ

124-



{語教の自由をめく、るドイツの諸判例(小林)

l

わ
れ
る
。
ニ
ュ 

ル
ン
ベ
ル
グ
高
等
裁
判
所
と
バ
イ
エ
ル
ン

iと
を
き主

ベ本
語(法
かさ日第

は
制
度
と
の

が持
妨つ
げ も
ら の
れに
な(負

〈
お
)

の
で
あ
る
。

(
ぬ
)

体
惑
も
、
抑
制
ら
か
の
積
極
的
行
動
も
要
求
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
、
「
そ
れ
で
も
な
お
、

い
う
こ
と
か
ら
出
発
で
き
る
。
待
故
な
ら
、
単
な
る
十
字
架
の
存
在
は
、
当
事
者
か
ら
、
そ
こ
で
象
徴
的
に
体
現
さ
れ
る
理
念
も
し
く

判
所
法
琵
で
の
訴
訟
へ
の
考
え
の
異
な
る
ふ
当
事
者
、
訴
訟
代
理
人
も
し
く
は
証
人
の
参
加
が
、
通
常
期
持
不
可
能
と
感
じ
ら
れ
な
い
と

そ
の
他
こ
の
装
備
に
よ
っ
て
発
生
可
能
な
特
部
に
キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
と
の
「
一
体
化
」
の
度
合
い
が
、
こ
の
よ
う
に
装
備
さ
れ
た
裁

邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
も
、
掠
健
な
路
線
、
そ
踏
襲
し
た
。

ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
裁
判
所
で
の
申
必
要
で
は
、

つ
ま
り
第
一
法
廷
は
、

い~担
己を

か
問
。
条
・
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第

三
七
条
一
一
攻
、
と
誌
記
の
諸
条
項
か
ら
間
引
き
だ
し
、
こ
の
原
理
の
突
破
を
例
外
と

あ
る

は
限
氾

的

ヱけ�  
A>. 日

一
方
で
、
「
裁
判
所
は
、
具
体
的
理
由
に
限
定
さ
れ
た
裁
判
所
法
廷
で
の
十
字
架
の
利
用
が
、
測
の

件芳
の� L'
亨し庁、

話Z
とぞ� 
I~ます

主2
れ

住芸
喜重
主主
範子
聖る
プ}¥� ~ 

裁詩
型寛� 
PlTポ?
川t:l'

法的

季語
字f 
zi 
霊前� 
1I (J

己
sl 

嬰
可

どι ぜ調
印 ー 主眼

対� 
せ、花、

i

9 ず

ま る
w

(
出
)

体
化
禁
止
の
み
を
承
認
す
べ
き
か
は
、
本
繋
的
な
問
題
で
は
な
い
。

し、

ぺさ i議
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国
家
の
規
定
は
、
宗
教
的
構
成
繋
件
に
絡
が
つ
け
ら
れ
ず
、

し
か
し
裁
判
所
法
廷
そ
の
も
の
が
、
住
民
の

の
お
釣
の
と
め
に
宗
教
的
象
徴
(
十
字
架
)
を
利
用
し
て
い
る

っ
て
い

み
」
冊
、

い
過
ぎ
で
あ
る
と
も
い

住
民
の
任
倒
的
多
数
が
キ
リ

の
論
拠
と 

雑
か
に

(お〉

他
方
裁
判
所
は
、
趨
越
的
領
域
か
ら
の
拘
束
子
に
援
か
れ
ず
、
法
的
体
験
は
、
も
は
や
宗
教
的
体
験
で
は
な
い
。
こ
の
領
域
で
、

方
、
同
家
と
教
会
に
共
通
、
も
し
く
は
両
者
の
接
触
す
る
領
域
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
日
耀
・
祝
祭
日
の
維
持
、
軍
事
制
度
、

畿
地
制
度
、
社
会
・
人
滋
活
動
等
と
さ
れ
て
い
る
。



4
.
裁
判
所
法
簸
で

る
キ
リ
ス
ト
教
的
見
解
と
の
…
体
性
の
殺
度
は
、
非
キ
リ
ス
ト
者
の
裁
却
ヂ
統
参
加
に
よ
っ

よ
る
住
民
の
宮
前
開
・
不
信
船
内
に
関
す
る
評
価
の
禁
止
、
国
家
と
宗
教
団
体
と
の
制
度
的
分
続
投
ヴ
邸
家
権
力
に
よ
る
ん
が
教
関
体
の

採
り
込
み
禁
止
等
を
意
味
す
る
も
、
樹
家
の
宗
教
に
対
す
る
無
関
心
、

の
で
は
な

体
性
(
向

化
〉
の
然
止
、
間
家
に

宗教法第19号 (2000)

3 


しB 
o 

た
め
の
十
字
架
の
創
刊
潟
は
、

し、。 

v. しミ

個
々
の
訴
訟
参
加
者
が
、
自
己
の
宗
教
的
、
も
し
く
は
、
世
界
観
的
確
穏
に
反
し
て
、
吋
十
字
架
の

い
を
遂
狩
し

か
も
始
純
粋
に
世
俗
的
領
域
に
お
け
る
一
体
化
と
感
じ
ら
れ
る
装
備
を
忍
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

っ
て
不
可
避
な
強

制
約
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
四
条
一
項
か
ら
の
法
本
機
が
間
後
柑
品
関
さ
れ
た
と
惑
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

て
保
協
博
さ
れ
て
い

る
信
仰
亙
び
告
白
の
自
由
た
る
基
本
機
は
、

、

《

υ〆

し
℃
の
人
聞
の
尊
厳
と
驚
接
な
関
係
に
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
序
制
円
か
ら
し
て
、
拡
大
解
釈
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
け
。
そ
こ
に
体
現
さ
れ
て
い
る
、
世
界
観
的
及
び
宗
教
的
諮
持

っ
て
煩
わ
さ
れ
な
い
白
出
権
は
、
少
数
派
の
保
護
宏
、
こ
の
保
護
の
婆
求
が
住
民
の
多
数
の
信
教
の
き

自
の
行
使
の
諸
権
利
と
抵
触
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
比
較
的
小
さ
な
授
害
に
対
し
て
も
、
正
当
北
さ
れ
る
。
」
と
し
た
。

儒
教
の
自
由
に
関
わ
る
判
例
の
特
徴

裁
判
所
法
廷
で
の
十
字
架
の
備
え
つ
け
に
関
わ
る
第
一
法
廷
の
判
決
に
関
連
し
て
、
以
下
の
事
項
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

1
.
裁
判
判
所
法
廷
で
の
十
字
架
の
備
え
つ
け
そ
れ
自
体
は
、
憲
法
に
違
反
し
な
い 
c 

2
.
臣
家
の
宗
教
的
中
立
義
務
は
、
国
の
教
会
の
存
在
禁
止
、
国
家
の
一
定
の
宗
教
盟
体
と
の

し 
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て
期
待
不
可
能
と
感
じ
ら
れ
る
殺
の
も
の
で
は
な
い
。

5
.
信
教
の
自
由
は
、
少
数
派
の
穣
護
を
、
こ
の
保
護
の
要
求
が
住
民
の
多
数
の
信
教
の
自
由
の
行
使
の
諸
権
利
と
抵
触
し
な
い
と
こ

ろ
で
は
、
比
較
的
小
さ
な
周
波
警
に
対
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
。

6
‘
自
己
の
宗
教
的
、
世
界
観
的
確
信
に
民
し
て
、
十
字
架
が
装
備
さ
れ
た
裁
判
所
法
践
で
交
渉
せ
ざ
る
を
得
な
い
強
制
は
、
義
本
法

第
四
条
一
項
か
ら
す
る
訴
訟
当
事
者
の
基
本
権
を
侵
害
し
得
る
。

一
巧
・
削

発
上
典
之
「
信
仰
の
向
岡
市
悶
と
法
廷
の
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
い
ド
イ
ツ
憲
法
務
例
、
九
九
五
年
、
九
八
百
員
以
下
参
照
。 
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U
M

第
一
一
異
議
申
立
手
続
�
 

凶
吋
¥
手
)
�
 

第

I
.

M
o
p
s
e
.
M
M

ん
い
吋
《
�
 

宮
沢
岡
山
�
 

湾
内

(1) 

第
一
一
範
一
学
校
礼
拝
判
決
(
逮
邦
懇
法
裁
判
所
第
�
 

一
九
七
九
年
十
月
十
六
百
判
決

態
法
異
議
申
立
�
 

第

異
議
申
立
手
続
ニ
ぎ
混
合
当
¥
呂
)

異
議
申
立
入
は
、
義
務
教
育
学
校
忠
童
の
側
純
で
あ
る
。
こ
の
学
校
で
は
、
通
常
毎
日
始
業
時
に
宗
派
横
断
的
学
校
礼
拝
が
行

な
わ
れ
た
。
両
裁
の
礼
拝
禁
止
中
議
に
対
し
、
管
轄
督
学
官
は
、
礼
拝
の
中
止
を
命
じ
、
学
校
礼
拝
が
中
止
さ
れ
た
。
ヘ
ッ
セ

裁
判
所
は
、
訴
え
を
却
下
し
た
。

1
.
第

の
主
張
�
 

{
3

(4)

〈

6
)

(6)

〉
�
 

異
議
申
立
人
は
、
基
本
法
第
一
�
 
、
第
毘
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
�
 

一
条
、
友
び
ワ
イ
マ
�
 ル
憲
法
第

(7)

〈

0
0〉

二
項
と
結
ぶ
一
君
。
条
の
侵
害
を
根
拠
と
し
て
、
議
法
異
議
を
申
立

j

俊
一
小
の
一
筆
入
と
の
出
警
で
か
ら
し
て
、
問
問
毒
薬
護
費
毒
倣
じ
て
い
る
。
開
�
 

耐え・

〈
�
 

gHM

i

Z
Z

-

項
及
び
�
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日
本
ヱ
ツ
ケ
ン
フ
ぶ
ル
デ
は
、
殺
到
時
間
協
診
察
、
の
ふ
ふ
華
々
の
も
の
が
、
思
家
の
�
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宗教法第 1宮告す (2000) 

〉

か
も
学
校
礼
拝
が
子
供
の
信
仰
の
精
神
に
お
け
る
教
育
の
本
費
的
構
成
部
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
申
請
を
却
下
し
た
。

(

Q

d

本
法
第
七
条

1
.
第
二
異
議
・
申
立
人
の
行
政
裁
判
所
へ
の
提
訴

第
二
異
議
申
立
人
た
る
福
音
小
学
校
児
童
の
父
親
は
鎮
の
学
級
の
礼
拝
中
止
を
申
請
し
た
。
学
校
局
は
、
こ
れ
が
宗
派
学
校
で
、
し

2
.
第
三
異
議
・
申
立
人
の
主
張

第
二
異
議
申
立
人
は
、
基
本
法
第
閥
条
の
侵
害
を
理
由
に
、

学
校
礼
拝
判
決
の
問
題
点

連
邦
憲
法
裁
判
所
第

法
廷
は
、
以
下

ン
ト
が
宗
教
に
関
わ
り
の
あ
る
共
間
学
校
で
宗
教
教
育
以
外
に
、

て
た
。経

宗
説
的
品
十
校
礼
拝
を
許
可
す
る
か
否
か
は
、
基

-132 


て
い
る
学
校
高
機
の
枠
内
で
自
由
明
、
あ
る
。

あ
る
兇
議
も
し
く
は
そ
の
…
肉
親
が
こ
れ
に
反
対
し
て
も
、
原
則
齢
的
に
は
憲
法
的
に
問
問
題
が
な
く
、
児
震
も
し
く
は
そ

の
一
肉
親
の
清
接
的
信
仰
智
内
は
の
自
由
た
る
基
本
格
が
、
彼
等
が
礼
持
へ
の
参
加
に
つ
い
て
告
白
か
っ
強
制
無
し
に
決
定
で
き
る
場
合
に
、

i

寛
容
命
令
の
尊
重
に
際
し
て
、
通
常
前
提
さ
れ
る
自
発
性
は
、
個
部
ケ 

ス
の
状
況
に
よ
り
、
兎
章
が
参
加
を
期
待
可
能
な
方
法
で

〈
問
)

岡
部
避
で
き
な
い
場
合
に
、
例
外
的
に
確
保
さ
れ
な
い
。

関
開
緩
め
や
心
は
、
公
立
義
務
(
共
向
)
学
校
に
お
い
て
、
学
校
礼
拝
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
に
、
正
樹
倒
的
多
数
の
鬼
童
も
し
く
は
そ
の

しB 

O 

‘、 



信教の自織をめぐるドイツの務総務iは、終)

I
.

M
)

両
親
(
教
育
権
者
)
の
積
援
的
一
信
条
告
白
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
か
否
か
、
又
、
こ
れ
が
許
可
さ
れ
た
場
合
に
、

一
人
の
、
あ
る
い
は

少
数
の
児
童
、
も
し
く
は
そ
の
一
向
義
(
教
育
機
者
〉
の
諮
極
的
信
条
貯
自
の
自
由
が
周
波
害
さ
れ
る
か
苔
か
で
あ
っ
た
。

前
記
の
結
論
は
、
こ
の
判
例
以
前
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
喰
一
の
公
立
学
校
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
特
徴
を
有
す
る
共
同
学

授
を
憲
法
的
に
開
題
な
い
と
の
結
論
を
出
し
て
以
来
、
予
測
さ
れ
た
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
法
廷
は
、
調
和
(
整
合
)
に
よ
る
解
決

〈
刊

を
提
示
し
て
い
る
。

以
下
欝
誌
の
結
論
の
恭
礎
と
な
る
諸
論
拠
、
と
り
わ
け
「
学
校
礼
拝
に
関
わ
る
宗
教
的
諸
関
漣
と
宗
教
的
諸
要
素
い
と
「
信
教
の
自

出
に
関
わ
る
ド
イ
ツ
の
特
徴
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

c

学
校
礼
拝
に
関
わ
る
京
教
的
諸
際
連
と
宗
教
的
諸
要
素

第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
公
立
共
南
学
校
に
お
け
る
学
技
礼
拝
は
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
」
と
は
巽
な
り
、
ぞ
れ
よ
り
も
一

踏
み
込
ん
だ
、

の
明
示
的
行
為
、
宗
教
行
事
と
し
て
の
宗
教
的
要
素
に
伯
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
公
立
(
義
務
教
育
)
共
料

学
技
で
憲
法
的
に
許
容
さ
れ
る
か
密
か
、
許
容
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
か
が
前
総
と
な
る
。

日
く
「
間
的
家
が
宗
教
教
育
外
で
の
学
校
礼
拝
を
宗
教
日
行
事
及
び

と
し
て
許
可
す
る
な
ら
、
国
家
は
、

ス
ト
教
の
掛
脱
皮
…
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
的
文
化
要
潔
及
び
教
養
要
素
の
本
認
か
ら
生
ず
る
宗
教
的
諸
関
連
を
越
え

る
宗
教
的
諸
要
素
会
焚
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
校
礼
拝
は
、
こ
の
超
宗
派
的
形
態
に
お
い
て
も
、
信
仰

つ
ま
り
神
が
析
麟

す
る
も
の
に
与
え
得
る
と
い
う
語
仰
に
結
び
付
い
て
い
る 

そ
れ
で
も
な
お
、
共
同
(
義
務
教
育
)
学
校
に
お
け
る
、
こ
の
諜
教
的
要

素
の
許
可
も 

参
加
の
自
発
性
が
維
持
さ
れ
る
な
ら

し
か
も
能
の
考
え
を
持
つ
者
速
の
纂
や
や
権
が
基
本
法
第
四
条
に
よ
り
、

キ� 
1) 
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安宗教淡第 19号 (2i∞0)

“・

M
)

調
和
(
整
合
性
)
の
達
成
の
た
め
に
、
評
錨
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
で
も
、
基
一
本
法
第
七
条
一
項
に
よ
っ
て
、
未
だ
に
、

~
晶
体
憾
の
利
一
い
手
と
し
て

ン
ト
に
与
え
ら
れ
て
い
る
形
成
の
自
由
の
枠
内
に
留
ま
る
。

基
本
法
第
間
関
条
は
、
信
的
仰
の
自
由
み
な
ら
ず
、
信
郊
を
公
に
仲
首
位
す
る
外
的
自
由
も
与
え
る
。

間
出
家
が
共
同
学
校
で
学
校
礼
拝

そ
許
可
す
る
場
合
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
礼
拝
愛
媛
む
克
童
が
、
そ
の
宗
教
的
信
仰
を
・
・
務
自
で
き
る
と
い
う
方
式
で
、
基
本
法
第
七

条
一
項
で
自
己
に
課
さ
れ
て
い
る
学
校
形
成
権
を
行
使
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
国
家
は
、
最
初
か
ら
学
校
礼
拝
を
拒
否
す
る
他
の
肉
親
及
び
克
童
の
消
極
的
信
条
告
'
日
の
自
由
に
対
し
て
、
学
校
礼
拝
の
許

可
に
よ
る
積
極
的
信
条
管
内
ね
の
自
由
の
行
使
に
対
す
る
余
地
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
調
整
は
、
原
則
的
に
、
定
童
と
教

訴
に
対
す
る
参
加
の
自
発
性
の
保
衛
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
学
校
の
全
て
の
党
議
そ
拘
束
す
る
授
業
計
一
測
に
入
り
込
む
キ
リ
ス
ト
教
的
・

京
教
的
慰
問
わ
り
合
い
と
は
異
な
り
、
学
校
礼
持
は
、
拘
束
的
授
業
部
分
で
は
な
く
、
こ
れ
と
並
ん
で
許
可
さ
れ
る

自
発
性
に
よ
っ

て
特
徴
付
け
ら
れ
る

学
校
行
事
で
あ
る
。
学
校
礼
拝
が
、
意
味
を
持
つ
べ
き
場
合
、
一
倍
悌
真
理
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
も
、
学

校
は
、
こ
こ
で
今
リ
ス
ト
教
的
信
仰
内
容
に
対
す
る
拘
束
性
を
要
求
し
て
い
な
い
。
学
校
は
、
望
む
者
に
、
こ
の
よ
う
な
内
容
へ
の
信

前
川
告
白
を
可
能
に
す
る
に
通
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
参
加
の
完
全
な
自
発
性
の
前
提
下
に
、
ラ
ン
ト
が
宗
教
的
関
連
合
伴
っ
て
形
成
し
た

共
同
〈
義
務
教
育
)
学
校
に
お
け
る
、
宗
教
的
諸
要
素
た
る
「
学
校
礼
拝
い

ン
ト
に
よ
る
許
可
は
、
原
則
的
に
憲
法
的
態
念
に

〈
刊

遭
遇
し
な
い
。
」


つ
ま
り
第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
関
連
を
伴
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
共
河
学
校
に
お
け
る
、
宗
教
的
関
連
よ
り
も
一
歩
踏
み
込


ん
だ
宗
教
的
繁
繁
た
る
「
学
校
礼
拝
〕
の
国
家
に
よ
る
許
可
は
、
語
家
に
責
任
が
嫁
せ
ら
れ
る
べ
き
学
校
行
事
で
は
あ
る
が
、
拘
束
的


援
護
分
で
な
く
、
参
加
の
自
発
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寛
容
の
原
理
に
従
つ
旬
、
少
数
派
の
消
磁
的
忍
び
多
数
派
の


(
河
川
)

積
極
的
信
条
告
自
の
自
由
が
調
撃
さ
れ
る
競
り
、
憲
法
的
懸
念
に
遭
遇
し
な
い
の
で
あ
る
。

、、弘 
、
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こ
の
主
張
に
よ
っ
て
、
第
一
法
廷
は
、
国
家
が
、
基
本
法
第
七
条
一
二
項
の
「
宗
教
教
育
」
と
関
等
の
宗
教
的
帝
京
葉
た
る
「
学
校
礼
拝
」

を
許
可
す
る
憲
法
的
権
問
決
に
欠
け
る
と
主
接
す
る
「
学
校
礼
拝
」
の
批
判
者
速
に
対
応
し
て
い
る
。

(
w
m
)

な
お
こ
こ
で
は
、
当
然
の
こ
と
に
、
公
立
の
共
開
学
校
に
お
い
て
で
な
く
、
公
立
の
宗
派
学
校
、
あ
る
い
は
宗
教
に
関
わ
り
の
な
い

公
立
学
校
で
、
両
殺
の
多
数
が
要
請
し
た
際
に
、
笛
{
ゑ
が
「
学
校
礼
拝
」
を
許
可
す
る
場
合
の
憲
法
問
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い

(
げ
)

な
る
。
�
 

信
教
の
自
由
に
関
わ
る
判
到
の
特
徴

公
立
(
義
務
教
育
〉
共
同
学
校
に
お
け
る
学
校
礼
拝
に
関
わ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
第

法
廷
の
判
決
に
関
連
し
て
、
以
下
の
事
項
が

開
明
ら
か
と
な
っ
た
。

捌
家
は
、
学
校
で
の
自
己
の
教
育
目
標
を
原
則
的
に
両
親
か
ら
独
立
し
て
追
求
で
き
る
。
国
家
の
教
育
課
題
は
、
自
立
的
、
か
っ
、

再
貌
の
教
育
権
と
同
等
と
さ
れ
る
。
両
親
の
権
利
も
商
家
の
教
育
課
惑
も
絶
対
的
優
先
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

2
.
公
立
学
校
の
形
成
に
際
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
の
導
入
は
、
こ
の
学
校
で
の
子
供
の
教
育
に
際
し
て
、
回
避
で
き
な
い
教
育

権
者
の
少
数
派
が
宗
教
教
育
を
繋
ま
な
い
場
合
で
も
、

般
的
に
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。

3
.
こ
の
学
校
は
、
布
教
学
校
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
抑
内
容
の
持
束
性
を
饗
求
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
他
の
世
界

g

観
的
主
び
宗
教
的
内
容
と
価
値
に
対
し
て
期
間
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
学
校
の
教
育
�
 襟
は
、

得
な
い
宗
教
教
育
の
他
は

何
人
も
出
席
が
強
制
さ
れ

キ
リ
ス
ト
教
告
白
的
に
間
制
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

4
.
世
俗
的
諮
教
科
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
肯
定
は
、
第
一
に
、
西
洋
史
の
や
で
形
成
さ
れ
た
特
徴
的
文
化
的
及
び
教
養
的
要
素
の
�
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に
附
関
連
し
て
は
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
故
に
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
も
、
一
校
史
的

所
与
の
継
続
効
果
に
よ
っ
て
正
浅
化
さ
れ
る
。
こ
の
要
素
に
属
す
る
も
の
が
、
と
り
わ
け
、
他
の
考
え
を
持
つ
者
に
対
寸
る
寛
容
で

あ
る
。 

ン
ト
が
、
宗
教
に
関
わ
り
あ
る
共
同
学
校
で
、
宗
教
教
管
以
外
に
、
自
発
的
、
超
宗
派
的
学
校
礼
拝
を
許
可
す
る
か
苔
か
は
、

基
本
法
第
七
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
学
校
高
権
の
枠
内
で
自
由
で
あ
る
。

承
認
に
関
連
し
て
は
い
る
が
、

6
.
学
校
礼
拝
は
、
確
か
に
掴
家
に
そ
の
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
学
校
行
事
で
は
あ
る
が
、
第

に
、
学
校
綬
業
の
部
分
で
は
な
く
、

第
二
に
、
宗
教
作
事
と
し
て
、
そ
の
実
行
に
お
い
て
、
全
く
の
白
発
性
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
第
二
一
に
限
家
が
、
学
校
礼
拝
に
対
し

て
組
織
上
の
枠
組
を
欝
設
し
、
こ
れ
を
許
可
し
、
か
っ
、
提
案
す
る
も
、
自
ら
命
じ
な
い
場
合
に
は
、
憲
法
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

っ
て
、
諸
ラ
ン
ト
が
義
務
付
け
ら
れ
る
事
項
は
、
宗
教
に
関
わ
り
あ
る
学
校
で
、
宗
教
を
正
課
目
'
と
し
て
規
定
す
る
こ

と
だ
け
で
あ
る
。

8
.
甘
務
官
小
法
第
四
条
の
'
凶
密
の
段
界
線
は
、

の
原
則
に
従
い
、
森
本
法
の
他
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
引
か
れ
て
、
と
り
わ

け
信
条
告
白
の
自
闘
は
、
基
本
権
の
担
い
手
に
よ
る
こ
の
基
本
権
行
使
が
、
他
の
考
え
を
も
っ
人
の
基
本
権
と
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
に
、

そ
の
限
界
を
持
つ
。
持
故
な
ら
、
森
本
権
的
錨
値
体
系
の
部
分
と
し
て
、
信
条
営
内
口
の
自
由
は
、
最
高
価
値
と
し
て
会
基
本
権
体
系

を
支
記
す
る
蒸
本
法
第
一
条

項
で
保
護
さ
れ
る
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
寛
容
の
命
令
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

9
.
積
極
的
及
び
消
棟
約
信
条
告
告
の
自
由
の
関
の
緊
張
関
係
が
生
ず
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、

そ
し
て
と
り
わ
け
学
校
制

度
の
下
で
は
、
こ
の
緊
張
関
係
は
、
多
様
な
世
界
観
的
方
向
と
信
仰
方
向
の
埠
撃
の
共
同
教
育
に
鑑
み
て
、
内
九
模
約
に
は
不
可
避
な

の
で
あ
る
が

寛
容
命
令
を
考
議
し
て
調
整
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
誤
解
さ
れ
た
沈
黙
の
権
利 
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u.な
る
。役

一

に
、
他
者
の
宗
教
行
事
に
対
す
る
絶
対
的
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

日
.
学
校
礼
拝
が
、
あ
る
児
童
も
し
く
は
そ
の
肉
親
が
こ
れ
に
反
対
し
て
も
、
服
部
制
則
的
に
は
憲
法
的
に
問
題
が
な
く
、
児
蜜
も
し
く
は

そ
の
世
間
義
の
消
緩
的
信
仰
告
白
の
自
由
た
る
基
本
権
は
、
彼
等
が
礼
拝
へ
の
参
加
に
つ
い
て
自
由
か
つ
強
鰐
無
し
に
決
定
で
き
る
場

合
に
、
侵
害
さ
れ
な
い
。

寛
容
命
令
の
尊
重
に
際
し
て
、
個
別
ケ
i
ス
の
状
況
に
よ
り
、
出
児
童
が
参
加
を
期
待
可
能
な
方
法
で
回
避
で
き
な
い
場
合
に
、
吋
波

常
前
提
さ
れ
る
自
発
性
が
椀
外
的
に
硲
保
さ
れ
な
い
。

時
開
家
は
、
許
容
さ
れ
る
範
陣
内
で
、
宗
教
的
要
素
を
装
備
す
る
こ
の
よ
う
な
共
同
学
校
で
、
学
校
礼
拝
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
悶
家
は

学
校
を
宗
教
的
諸
関
連
を
伴
っ
て
形
成
し
て
い
る
事
実
に
関
わ
り
な
く

一
般
的
に
学
校
礼
拝

の
放
棄
を
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
悶
家
が
、
学
校
礼
拝
を

般
的
に
許
可
し
、
し
か
も
、
礼
拝
が
こ
れ
ま
で
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
場
合
、

お
け
る
礼
拝
が
、
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
も
無
く
、
禁
止
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
関
係
教
育
権
者
連
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
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家
共
同
体
が
こ
れ
を
監
後
す
る
。

は
、
附
間

(
l

同
日
高
は
、
普
段
に
関
わ
ち
無
い
、
も
し
く
は
、
宗
教
に
関
わ
ち
無
い
‘
を
意
味
す
る
。
)

誌の

Z

Z窓
口
ロ
宗
主
豆
命
的
各
戸

H
5
4宗
教
に
熊
わ
均
あ
る
学
校
、
つ
ま
り
宗
派
学
校
と
共
闘
間
学
校

d
f

H
W

S MSZ
z
c
m
g
e

訟
は
、
宗
派
マ
は
な
く
、
告
白
を
意
味
し
、

従
っ
て

zzm
g
p
m
m

〉
崎
市
仰
、
良
心
の
自
由
な
ら
び
に
宗
教
及
び
快
界
綬
告
践
の
自
浅
は
、
不
可
俊
で
あ
る
と

{2)
妨
答
き
れ
な
い
宗
教
行
家
は
、
仰
部
隊
さ
れ
る
。

Z
Z
5
4

y
g
Z
H
H
S
(

y
c

(
4
)

基
本
法
第
六
条
一
婚
姻
樹
、
曲
家
族
‘
�
 .
.
 

(
2
)

子
供
の
育
成
及
び
数
育
は
、
河
報
棋
の
自
然
の
機
創
刊
で
あ
号
、
か
つ
侭
よ
均
も
ま
ず
、
肉
親
に
淵
耕
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
。
そ
の
実
行
に
際
し
て

か同時。込町田

仲間凶開
Y
え
反
問

品設

仲間
wore添
え
苦
窓
会
尽
き

y
c
-
E
f

(
5
)

釜
本
法
務
七
条
一
学
校
制
度
�
 

Z
5
5
5
5

(
1
)

全
学
校
制
度
は
、
間
関
の
監
後
を
受
け
る
。

E
n
y

〈
3
)

宗
教
教
育
は
、
公
立
学
校
に
お
い
て
、
家
教
に
剛
関
わ
り
加
熱
い
学
校
を
除
い
て
、
立
壊
の
純
白
で
あ
る
。
宗
教
教
育
凶
跡
、
間
出
の
厳
督
権
と
・
か
か
わ
与
な
く
、

e

{
糸
動
私
共
同
体
の
諸
原
則
附
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
い
か
な
る
教
飾
も
そ
の
窓
患
に
円
以
し
て
祭
教
教
育
を
行
う
義
務
を
品
開
わ
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。

{
6
)

割
払
立
小
学
校
時
体
、
教
務
官
庁
が
特
別
の
教
鳴
門
的
利
益
を
認
め
る
場
合
、
又
は
、
教
育
協
問
答
の
申
忽
に
よ
り
、
小
学
納
税
が
共
関
門
学
校
、
祭
派
学
校
、
も
し
く

V

g
m

は
、
後
一
界
鎮
め
学
校
と
し
て
設
立
さ
る
べ
き
場
合
で
、
か
っ
、
市
軒
町
村
竹
内
に
こ
の
揖
慢
の
公
立
小
学
校
が
存
骨
忙
し
な
い
場
合
に
の
み
、
一
許
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

Z


な
お
こ
こ
で
、
誤
解
を
時
間
ぐ
意
味
で
、
甘
都
世
小
法
第
七
条
に
関
わ
る
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
議
及
し
た
い


各
自
己
設
閉
会
三
自
主
(
キ
リ
ス
ト
教
的
〉
宗
派
学
校


の
き
�
 
持
�
 

の
�
 

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
�
 教
養
船
間
帯
質
事
棋
の
象
認
を
並
都
銀
と
し
た
詩
キ
リ
ス
ト
教
的
制
〉
共
間
同
学
校


一
�
 
言。� 

想
定
�
 
ぽ
ロ
喜
妓
雰
醐
陣
学
校
(
例
え
ば
、
話
食
品
。
ユ
切
の
�
 ふ
と


C
 

∞
笑
芸
湖
畔
三
丸
岡
致
命
的
の
�
 

家
教
に
欄
関
わ
り
無
い
学
校
〈
こ
の
崎
明
舎
の
旬
。
窓
口
笛

門
問
主
宗
派
学
校
で
な
い
公
立
共
田
門
学
校
�
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宗教f公害~l寺号 (2000)

の
品
内
定
、
キ
リ
ス
ト
教
的
綴
綴
蜘
剛
念
の
肯
定
、
キ
リ
ス
ト
教
約
教
養
・
文
化
価
鑑
の
肯
定
、
神
へ
の
後
敬
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
肯
定
、
家
殺
約
価
描
臨
め
捕
時
盤
、

キ
リ
ス
ト
教
的
基
盤
の
脅
定
等
で
あ
旬
、
後
者
は
、
例
え
、
山
弘
、
宗
教
教
育
、
学
校
札
悩
汁
(
宗
教
後
自
の
開
明
示
的
行
為
、
宗
教
行
事
)
等
で
あ
る
。

第
一
一
一
節
一
十
字
架
判
決
〈
連
邦
憲
法
裁
判
所

判
決
主
官
�
 

(
1〉

九
九
五
年
五
月
十
六
日
判
例
)
�
 

1
.
宗
派
学
校
で
な
い
州
立
義
務
(
教
育
)
学
校
の
教
室
で
の
十
字
架
(
欠

〈

2

)

(

3

)

江
町
仲
間
)
の
取
り
付
け
は
蒸
本
法
第
四
条
一
項
に
違
反
す
る
。


{4) 


2
.
バ
イ
エ
ル
ン
出
民
学
校
学
校
規
制
第
十
三
条

要
三
文
は
、
萎
本
法
第
四
条

十
字
架
判
決
の
問
題
点

て
の
、
宗
教
の
自
由
、

g
g
)
又
は
、
(
キ
リ
ス
ト
様
刑
像
付
き
)
十
字
架
(
町
内

項
と
祁
容
れ
ず
、
か
つ
無
効
で
あ
る
。

g'
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判
決
で
は
偶
人
の
宗
教
の
自
由
に
関
わ
る
「
十
字
架
盤
石
仏
学
校
」
が
問
題
の
や
心
と
さ
れ
た
が
、
同
時
に
一
般
的
に
憲
法
僚
理
と
し

(5)

の
中
立
義
務
、
寛
容
命
令
、
協
働
的
特
徴
を
持
つ
隣
家
と
教
育
の
関
係
と
い
う
広
い
韻
域
に
も
関
わ
る
�
 
c

本
稿
は
、
積
極
的
主
び
摘
核
的
宗
教
の
自
由
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。

積
緩
的
及
び
端
的
極
的
宗
教
の
自
由
�
 

I
.



、句、姐幽圃，

?雲聖堂の自白をめぐるドイツの議事l例(ノj、終) 

基
本
権
の
保
護
領
域
へ
の
介
入
の
場
合
、
教
室
で
の
十
学
架
装
備
が
現
行
憲
法
〈
恭
本
法
)
で
正
当
化
で
き
る
か
否
か
の
問
題
が
生

ず
る
。
防
御
権
と
し
て
の
義
本
権
た
る
前
機
的
宗
教
の
自
由
が
、
い
か
な
る
法
律
の
留
保
下
に
も
な
い
の
で
、
そ
の
制
限
は
、
憲
法
そ

の
も
の
、
と
り
わ
け
こ
の
基
本
権
の
無
制
限
の
行
使
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
得
る
対
立
す
る
第
三
者
の
基
本
権
及
び
他
の
懇
法
レ
ベ
ル
で

の
法
的
価
強
か
ら
の
み
生
ず
る
。
憲
法
的
限
界
の
真
意
を
滋
み
と
る
目
標
を
伴
っ
た
実
践
的
講
和
の
原
則
に
紹
応
し
た
法
益
の
価
値
考

、
積
極
的
及
び
消
緩
的
宗
教
の
自
由
絡
の
緊
張
関
係
に
際
し
て
、
と
り
わ
け
悶
難
な
こ
と
で
あ
る
。
十
学
架
を
拒
否
す
る
両
親
と

生
徒
に
は
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
の
意
味
で
の
教
育
を
望
み
、
こ
れ
に
相
応
す
る
シ
ン
、
ボ
ル
の
設
置
に
賛
日
刊
す
る
一
肉
親
と
生
徒

が
対
置
さ
れ
る
。

内
ヴ

宗
派
的
構
成
、
及
び
多
少
強
力
に
宗
教
的
根
源
が
考
醸
の
対
象
に
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

44V
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こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
対
立
す
る
利
惑
の
価
値
考
量
に
探
し
で
は
、
な
か
ん
ず
く
、
ラ
ン
ト
に
特
有
な
学
校
タ
イ
プ
、
住
民
の

1
.
反
対
撃
見

反
対
意
晃
に
よ
れ
ば
、
「
富
家
が
・
・
支
寵
す
る
公
立
学
校
は
、
国
家
の
行
動
と
市
民
の
自
由
が
遭
殺
す
る
生
活
領
域
で
あ
る
。
こ

の
領
域
で
臣
家
は
、
関
係
ラ
ン
ト
で
宗
く
憤
髄
化
さ
れ
て
い
る
岡
兵
体
的
な
師
値
シ
ン
ボ
ル
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時

「

と
そ
の
…
肉
親
の
圧
倒
的
多
数
に
存
在
す
る
宗
教
的
確
潜
が
展
開
で
き
る
組
織
的
枠
組
み
を
創
設
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
己

auJ}

mm
条
て
唄
の
告
白
の
自
由
は
、
基
本
法
第
開
条
一
一
項
で
の
妨
げ
ら
れ
な
い
宗
教
行
為
の
保
障
に
よ
っ
て
、
更
に
強
化
さ

れ
、
か
つ
強
調
さ
れ
る
。
蕊
本
法
第
四
条

項
及
び
二
項
は
共
同
で
、
俄
人
に
、
自
己
の
…
…
付
加
係
確
信
の
積
極
的
活
動
の
た
め
の
余
地
受

「
基
本
法
第 



宗教法第i望号(2000)

確
保
す
る
。
こ
れ
ら
の
競
定
に
よ
っ
て
、
自
発
的
、
超
宗
派
的
学
校
礼
拝
が
原
則
期
的
に
驚
法
的
に
問
題
が
無
い
な
ら
、
同
様
に
そ
の
こ

g

と
は
教
室
で
の
十
字
架
に
も
該
当
す
る
。
閤
家
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
が
全
般
的
に
艶
癒
し
、
か
つ
宗
教
的
、
世
界
観
的
観
点
が
古

(9)

く
か
ら
重
要
で
あ
っ
た
領
域
で
、
穣
緩
的
宗
教
の
自
由
に
余
地
を
与
え
る
。
」

「
勿
論
こ
こ
で
、
多
数
派
と
少
数
派
の
罷
係
が
問
題
と
な
っ
て
は
お
ら
ず
、

の
義
務
教
育
学
校
で
知
伺
に
し
て
、

そ
の
雨

親
の
積
額
約
及
び
消
極
的
宗
教
の
自
由
が
一
般
的
に
鶏
整
さ
れ
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。
学
校
制
度
の
中
で
不
可
避
な
消
極
的
及
び
積

織
的
宗
教
の
自
由
間
伐
の
緊
張
関
係
の
解
決
は
、
会
的
意
志
形
成
過
殺
に
お
い
て
、
多
様
な
諸
見
解
を
考
慮
し
て
、

に
期
待
可
能
な

安
講
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ラ
ン
ト
の
民
主
的
立
法
者
の
笈
殺
で
あ
る
。
そ
の
際
、
諒
磁
的
宗
教
の
自
由
は
宗
教
の
自
由

〈
州
出
〉

的
表
現
を
、
遭
遇
に
際
し
て
、
排
除
す
る
上
位
基
本
権
で
は
な
い
己

2
.
十
字
架
判
決

十
字
架
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
十
字
架
の
攻
り
付
け
は
、
キ
リ
ス
ト
教
…
信
仰
を
持
つ
両
親
や
生
徒
の
脅
定
的
語
教
の
自
由
に
よ
っ
て
も

配
当
化
さ
れ
得
な
い
。
積
極
的
信
教
の
自
由
は
、
全
て
の
両
親
と
生
徒
の
権
利
初
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
持
緩
や
生
徒
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
紛
争
は
多
数
決
原
理
で
は
解
決
さ
れ
得
な
い

何
故
な
ら
、
正
に
儒
教
の
自
由
た
る
基
本
権
が

特
裂
に
少
数
派
の
保
護
を
�
 柏
町
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
基
本
法
第
四
条
一
一
項
は
、
基
本
権
の
担
い
手
に
、
そ
の
一
信
仰
的
確

信
を
題
山
象
的
諸
制
度
の
枠
内
で
、
発
撞
す
る
無
制
限
の
権
利
を
与
え
な
い
。
教
窒
で
の
十
字
架
取
り
付
け
は
、
そ
の
存
殺
と
要
請
に
他

の
考
え
を
持
つ
者
が
逃
れ
え
な
い
故
に
、
前
記
の
構
成
要
件
(
任
意
強
一
時
象
者
)
に
該
当
し
な
い
。
最
後
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
生

後
が
宗
教
授
業
と
任
撃
的
札
持
を
越
え
て
、
世
俗
的
科
呂
に
お
い
て
も
、
そ
の
信
悔
の
シ
ン
ボ
ル
下
に
学
習
で
き
る
た
め
に
、
他
の
考
�
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信教の自仰をめぐるドイツ !l)諸判例(小林}

(
m
M

(
日
)

え
を
持
つ
者
遠
の
感
情
そ
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
、
実
践
的
調
和
の
命
令
と
相
容
れ
な
い

3
.
積
極
的
友
び
消
極
的
京
教
の
自
由
認
の
緊
張
緩
和
を
目
指
す
実
践
的
調
和

十
字
架
判
決
が
積
極
的
宗
教
の
自
由
と
潟
犠
的
宗
教
の
自
由
開
の
基
本
権
紛
争
を
事
物
に
開
忠
し
て
解
決
し
た
か
に
対
し
て
は
疑
終

〉

が
提
訴
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
基
本
法
第
関
条
は
、
教
室
で
の
十
字
架
取
付
け
を
基
本
機
的
に
設
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
一
肉
親
の
権
利
と
富
家
の
教
育
校
務
の
相
互
依
存
関
係
は
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
が
制
判
定
す
る
学
校
形
態
の
諸
原
則
に
閥
家
令
結

び
付
け
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
学
校
が
キ
リ
ス
ト
教
的
シ
ン
ボ
ル
た
る
十
字
架
を
教
室
に
装
犠
し
、
こ
れ
が
十
字
架
と
一
体
感
を
有

(
川
け
)

す
る
多
数
派
に
対
し
て
、
少
数
派
の
抗
議
を
受
け
る
場
合
に
は
、
正
に
碁
本
権
問
列
の
紛
争
の
発
生
が
確
寵
さ
れ
る
。

(
日
同
〉

M

M

)

(

当
一
熱
の
こ
と
に
基
本
権
は
多
数
決
諜
理
で
解
決
す
る
こ
と
に
は
馴
染
ま
な
い
。

し
か
し
少
数
派
が
多
数
派
の
基
本
撲
に
疑
問
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
両
者
の
基
本
権
階
の
紛
争
が
発
生
ナ
る
こ
と
は
事
主
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
権
問
の
紛
争
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
蜜
度
の
考
畿
と
玖
方
が
保
護
怒
れ
て
い
る
法
益
が
魚
崎
い
戦
滅
的
に

(
日
叩
)

る
方
法
の
追
求
会
命
ず
る
一
般
的
規
定
が
妥
当
す
る
。
こ
こ
で
決
定
的
な
役
割
を
巣
た
す
べ
き
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第

三
六
条
に
規
定
さ
れ
る
「
寛
容
命
令
」
で
あ
る
。
こ
の
相
決
議
は
、
学
校
と
多
数
派
の
み
な
ら
ず
少
数
派
も
拘
束
し
て
い

(
げ
)

J 

摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
出
)

か
つ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
学
校
礼
拝
判
決
で
、
溺
秘
的
宗
教
の
息
自
が
概
念
的
に
何
人
も
俊
容
で
き
な
い
故
に
、
絶
対

〈 

ぬ
)

的
優
先
機
念
事
有
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
へ
ツ
セ
ン
慾
法
裁
判
所
の
主
張
を
却
下
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
控
え
尽
な
調
整
的
態
震
に
比
べ
、
十
字
架
判
決
は
、
ラ
ン
ト
立
法
者
及
、
び
他
の
生
徒
の
讃
極
的
宗
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教
の
自
由
に
対
し
て
、
個
人
の
消
極
的
宗
教
の
自
由
に
決
定
的
に
優
先
権
を
与
え
、
そ
の
際
、
読
極
的
宗
教
の
告
白
に
対
し
て
績
極
的

(
m
m

宗
教
の
告
由
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
限
界
を
全
く
・
無
視
し
た
。
そ
の
怒
り
で
十
字
架
判
決
は
、

ヘ
ッ
セ
ン
愈
法
裁
判
所
の
主
張
に
類
似
す

る
。
つ
ま
り
不
作
為
を
指
向
す
る
消
極
的
宗
教
の
自
由
は
、
何
人
も
侵
害
し
な
い
、
つ
ま
り
こ
の
自
由
自
体
に
は
い
か
な
る
制
限
も
存

在
し
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
十
字
架
判
決
に
よ
れ
ば
、
論
埋
的
に
は
、
消
極
的
宗
教
の
お
闘
を
も
っ
て
、
通
常
は
、
第
三
者
が
望

(れ〉

む
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宗
教
的
実
践
の
放
棄
を
饗
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
加
的
ケ 

ス
に
お
け
る
出
極
的
忍
び

積
極
的
宗
教
の
自
由
開
の
価
値
考
量
の
必
要
性
に
対 
ず
る
対
時
意
識
が
欠
惑
し
、

の
共
関
学
校
で
同
家
が
命
ず
る
十
字
架
の
取
り

L

付
け
命
令
そ
の
も
の
を
進
慾
と
し
て
退
け
て
い
る
。
そ
の
帰
結
は
重
大
で
あ
る
。

宗
教
の
院
自
の
要
求
に
際
し
て
対
立
が
発
生
す
る
場
合
に
、
ま
ず
寛
容
の
懇
法
命
令
の
尊
重
の
下
に
対
立
の
調
整
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る

期
待
可
能
な
妥
協
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)

践
的
な
る
考
え
を
も
っ
者
に
対
す
る
寛
容
の
悶
抑
制
恕
は
、
正
に
文
化
要
素
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
根
源
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
確

か
に
、
宗
教
亙
び
没
界
観
問
題
に
お
け
る
関
家
的
寛
容
の
命
令
は
、
主
に
少
数
派

そ
れ
が
緩
少
派
で
あ
っ
て
も

を
抑
保
護

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

定
の
宗
教
を
信
奉
す
る
市
民
の
珪
倒
的
多
数
は
、
通
常
は
特
院
の
保
護
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
憲
法
的
寛
容
命
令
は
、
積
極


{
お
)


的
宗
教
の
闘
由
に
も
、
消
極
的
宗
教
の
自
由
に
も
該
当
す
る
。
ど
ち
ら
側
も
上
位
基
本
権
と
し
て
他
方
の
基
本
権
行
使
を
原
制
約
的
に


〉

排
徐
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
数
派
に
対
す
る
寛
容
か
ら
多
数
派
に
対
す
る
不
寛
容
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
寛
容
命
令
は
、
多
数

派
に
対
し
て
も
少
数
派
に
た
い
し
て
も
有
効
で
有
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
少
数
派
が
常
に
多
数
派

i

に
対
し
て
優
先
機
を
享
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
寛
容
命
令
か
ら
は
、
消
極
的
宗
教
の
臨
自
の
無
制
限
適
用
に
対
す
る
限
界
が
期

{
幻
)

待
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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そ
の
際
に
、

こ
と
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
学
校
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
策
法
規
定
が
、
住
民
の
多
数
の
人
員
投
票
的
賛
同
-pw

E
.

信教の白闘をめぐるドイツの諸判例(小柊}

在

(
お
)

前
記
の
よ
う
に
前
提
か
ら
出
発
す
る
な
ら
語
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
学
校
組
織
形
成
の
際
に
、
そ
の
在
民
の

多
数
が
キ
リ
ス
ト
教
の
若
者
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

の
十
字
架
の
取
り
付
け
が
、
蓮
宗
派
的
関
洋
・
キ
リ
ス
ト
教
的
錨
鎖
に
対

(
閉
山
)

す
る
シ
ン
ボ
ル
的
内
務
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
少
な
く
と
も
、
持
都
議
さ
れ
て
い
る
事
実
も
考
識
に
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

得
た
事
実
も
存
在
す
る
。

さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
十
字
架
判
決
が
、
消
同
鎖
的
宗
教
の

8
治
に
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
重
要
な
原
掘
の

で
あ
る
比
倒
壊
合
性
と
遇
剰
禁
止
の
原
則
に
十
分
な
考
蟻
を
払
わ
な
か
っ

。
通
常
は
逮
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
関
の
中

で
支
配
的
投
裂
を
果
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
字
架
判
決
で
は
こ
の
原
剥
に
は
い
か
な
る
考
慮
も
払
わ
れ
な
か
っ
た
。

十
字
架
判
決
の
総
合
評
錨

十
字
架
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
少
数
派
の
偲
人
的
権
利
を
、
こ
れ
に
対
立
す
る
第
三
者
や
他
の
憲
法

的
法
話
よ
り
も
留
保
闘
則
的
に
潟
く
評
価
す
る
傾
向
を
継
続
し
て
い
る
。

の
多
様
化
、
つ
ま
り
少
数
派
の
増
大
の
傾
向
が
進
行
す
る
現

一
方
で
こ
れ
を
評
価
す
る
識
者
も
い
る
反
面
、
他
方
で
、
こ
れ
に
対
し
て
以
下
の
匙
険
を
指
撮
す
る
織
者
も
少
な
く
な
い
。

1
.
十
字
架
判
決
の
持
碁
準
を
裏
付
け
と
し
て
、
自
己
の
観
点
に
反
す
る
全
て
の
歴
史
的
に
生
じ
た
国
家
生
活
の
表
現
形
態
に
反
対
す

る
巽
議
府
立
に
成
功
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。

2
.
箆
容
命
令
と
少
数
派
の
保
護
の
隠
れ
獲
の
一
?
で
、
任
意
の
少
数
派
が
出
家
に
お
け
る
伝
統
的
制
制
度
、
価
償
還
ぴ
シ
ン
ボ
ル
に
反
対 つ 
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す
る
た
め
の
湧
気
付
け
そ
感
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
(
例
え
ば
、
公
営
纂
地
や
公
営
病
疑
で
の
十
字
架
。

3
.
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
的
法
治
岡
家
の
本
翼
的
自
三
理
解
を
成
し
て
い
る
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
路
線
が
喪
失
す
る
危
険

が
な
い
か
。

4
.
十
字
架
判
決
が
信
奉
し
て
い
る
か
に
見
え
る
厳
絡
な
世
俗
主
義
が
蒸
本
法
の
、
と
り
わ
け
前
文
の
前
提
条
件
〈
神
亙
び
人
間
に
対

す
る
貸
住
)
に
合
致
し
な
い
危
険
が
な
い
か
。

5
.
た
し
か
に
現
在
の
欧
掛
川
で
も
実
践
的
キ
リ
ス
ト
教
者
が
社
会
の
少
数
派
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
挙
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
住
民
の

多
数
が
、
|

未
だ
に

伝
統
的
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
共
感
を
維
持
し
て
い
る
事
実
を
、
厳
絡
な
世
然
主
義
を
実
現
し

ょ
う
と
試
み
る
十
字
架
判
決
が
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

6
.
公
的
な
生
活
か
ら
の
宗
教
的
・
文
化
的
な
シ
ン
ボ
ル
の
大
穂
な
副
総
遂
は
、
社
会
の
伝
統
友
生
活
方
式
の
喪
失
に
導
く
結
果
と
な
ら

な
い
か
。

7
.
価
値
秩
序
の
根
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
霞
家
の
中
に
、
価
値
の
真
空
状
態
が
発
生
し
、
託
統
か
ら
解
き
離
さ
れ
た
儲
値
の
任
意
性

が
究
極
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
人
権
理
解
を
伴
っ
た
法
治
国
家
の
愈
機
に
導
か
な
い
か
。

8
.
こ
れ
ま
で
鳴
物
入
り
で
喧
伝
さ
れ
て
き
た
関
か
れ
た
社
会
や
多
文
化
主
義
が
間
出
家
の
価
値
秩
序
の
た
め
に
中
心
的
姿
素
と
し
て
の


キ
リ
ス
ト
教
的
遺
産
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。


十
字
架
判
決
は
、
こ
れ
か
ら
の
回
出
家
と
教
会
の
法
的
関
係
の
発
展
に
お
け
る
標
識
石
仏
問
機
能
方
向
を
表
示
し
た
。
清
媛
的
宗
教
の
自

{
M
M
)

自
の
一
方
的
強
調
を
も
っ
て
、
十
字
架
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
保
統
的
議
点
の
変
遷
の
事
実
を
‘
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
出
家
と
教

会
の
伝
統
的
協
働
関
係
に
あ
か
ら
さ
ま
な
疑
問
を
提
示
し
た
。
前
記
の
様
な
危
験
を
指
摘
す
る
識
者
達
を
「
保
守
派
」
と
泣
掛
限
付
け
、
�
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。
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字
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判
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俗
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信教の樹脂をめぐるドイツの諸判例(小寺本}� 

し
た
。

2 
I
. )

M

W

(
紹 

〈
@
え
の 
M
W

(
刊

引
十
字
架
の
設
撞
が
、
教
脊
権
者
に
よ
っ
て
、
信
仰
も
し
く
は
世
界
観
か
ら
す
る
真
剣
か
つ
理
解
可
能
な
諸
理
由
か
ら
反
対
さ
れ
る

が
バ
イ
エ
ル
ン
州
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。

同
法
第
7
条
(
岡
氏
学
校
一
小
学
校
及
び
上
級
学
校
)
第
3
項
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

匙

字
架
カf 

fす
け
ら
れ
る� 

2 ) 

前
記
の
無
効
霊
一
一
言
怒
れ
た
バ
イ
エ
ル
ン
閤
民
学
校
規
制
州
第
日
条
第 
1
項

3
文
に
代
わ
っ
て
「
教
育
・
授
業
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル

{
引
引
)
回
〈
め
え
の
凶
合
e
N
明 

M
U
)

〈 

十
字
祭
判
決
の
反
対
意
見
、
∞
〈
ω
は
の
回
申
少
同
(
後 
1
)
〈同時

 

酌
印
(
串

3
・

・
8
・

g

y

m

w

i

(
時
}
糸
町
間
玄
倍
野 

〈。戸
 

)

M

W

U
H
w
h
m
M
w

〈
耳
宍

午理
ぷ二� 

}v ~宏

"" 

長品

教
育

住
民
訴
訟
に
筆
る
背
景

国
一/� 

VOK-

(mH)
日
白
山
吋
開 

目。句

v
h
g

器奏

規� LL
員Ij
第支�  
13 よ
条り

十
刊

i
J
O
M
S
Fア
(
枠
拡

7
)
(
戸諮問 

y
m
H
O
o
-
-
参
然
。

第
電子

会費� 

Az訴� 
iそfす
基け

は
本義
法本
等法� 
4 第
条 』

等条� 
i 第
項� 1

主虫
到 に�  

2喜
て千
かモ
つ
無
効
で
あ
る

と
判
定

H
o
g
E

参
照
。
な
お
こ
の
関
速
で
‘
ミ
ユ
ラ 
1
・
フ
ォ
ル
ベ 

ル
は
、
十
字
架
の
取
り
つ
け
に
は
反
対
し
て

i

151 

第
四
諦

連
邦
策
法
裁
判
所
は
、

一
九
九
五
年
五
月
十
六
段
付
の
「
十
字
架
判
決
」
の
中
で
、

品
川 

.sag-
〈注 

7
)
〈同時ゆ印)・戸

も
、
教
会
の
祝
祭
日
〈
倒
閣
の
祝
沼
〉
に
は
反
対
し
な
い
の
が
衡
妙
で
あ
る
と
皮
肉
っ
て
い
る
。

十
字
架
判
決
」
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所 

九
九
七
年
判
決
)



芸美教法第 19号 (2000)

場
合
、
学
校
長
は
穂
伎
な
合
意
の
速
成
を
試
み
る 

合
意
に
速
し
な
い
場
合
、
学
校
長
は
教
育
庁
の
教
示
に
従
い
、
個
々
の
挙
例

o
U

の
調
整
を
図
る
。
そ
の
場
合
、
反
対
者
の
信
教
の
自
由
会
尊
重
し
、
か
っ
、
教
室
に
お
け
る
会
て
の
当
事
者
の
宗
教
的
及
び
世
界
観
的

確
信
の
公
正
な
調
整
を
関
る
が
、
そ
の
際
、
可
能
な
間
以
り
多
数
の
意
思
も
尊
重
す
る
も
の
と
す
る

前
記
の
規
定
に
対
し
て
、
住
民
の
一
部
が
憲
法
違
反
の
確
認
を
求
め
て
後
民
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
鑑
法
裁
判
所
は
、
ニ

の
訴
え
を
州
却
下
し
た
。

立
‘
判
皆

1
.
十
字
架
の
設
設
を
命
ず
る
立
法
者
の
権
限

バ
イ
エ
ル
ン
州
の
立
法
者
は
、
諸
教
会
、
諸
宗
教
共
健
体
芝
、
ぴ
諸
後
界
観
的
共
同
体
に
対
す
る
問
問
中
然
の
ゆ
立
性
に
よ
っ
て
も
、
臣
家

教
会
の
禁
止
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一
回
二
条
第

)
に
よ
っ
て
も
、
教
育
・
授
業
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
法
主
主
回
点
。
)
第

七
条
第

J

と
規
定
し
て
い
る
ο

~152-

、
国
民
学
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
に
十
字
架
の
設
援
を
命
ず
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
伺
放
な
ら
、
立
法
務
は
、
日
間

れ
ら
に
反
対
あ
る
場
合
の
た
め
に
紛
争
解
決
を
規
定
し
て
る
か
ら
で
あ
る
。

2
.
真
剣
さ
と
理
解
可
能
性
の
擦
に
お
け
る
少
数
派
の
意
思
の
優
先

O

立
法
雪
ぺ
こ
の
紛
争
解
決
を
も
っ
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一 

七
条
一
〈
聡
か
ら
す
る
信
教
の
白
書
聞
に
対
立
す
る
甘
主
権
的
立

場
に
適
切
に
対
忠
す
る
寛
大
な
誠
擦
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
紛
争
解
決
は
、
多
数
派
合
意
思
に
決
定
的
な
比
重
を
付
与
し
な
い
領
値
考

持
に 
w

}



期
待
で
き
る 
c

事童数の自由をめぐるド fツの諸事l例(小林)

撃
を
要
求
し
て
い
る
。
多
数
派
の
意
思
は
、
皮
対
者
が
主
張
す
る
諸
根
拠
の
最
終
決
定
的
真
剣
さ
と
理
解
可
能
性
の
後
ろ
に
撤
退
す
る
。

従
っ
て
紛
争
の
場
合
、
真
掛
か
つ
理
解
可
能
な
諸
根
拠
が
期
待
不
可
能
な
山
内
的
負
揺
を
結
論
付
け
、
か
つ
よ
り
少
な
い
負
制
の
調
整
解

決
が
不
可
詫
な
場
合
、
多
数
の
抵
抗
が
あ
っ
て
も
、
少
数
反
対
者
の
主
張
が
蓮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
.
反
対
者
の
根
拠
提
示
義
務

成
人
に
達
し
、
か
っ
共
同
体
意
識
の
あ
る
市
民
か
ら
、
バ
イ
エ
ル

一 

七
条
第

O

ra
項
の
黙
秘
権
を
考
癒
し
て
も
、
民
主

的
法
治
悶
家
と
寛
容
命
令
の
諸
条
件
下
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
弓
が
忍
従
不
可
能
と
感
ず
る
十
字
架
の
設
置
に
反
対
す
る
こ
と
が

反
対
に
は
桜
拠
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
内
放
な
ら
、
さ
も
な
い
と
、
対
立
す
る
基
本
権
の
立
場
憲
法
的
に

要
求
さ
れ
る
寛
大
な
調
整
が
到
達
不
可
詑
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
十
字
架
の
設
援
に
反
対
す
る
者
が
そ
の
た
め
の
根
拠
も
提
示
す
る
こ

と
な
く
、
容
易
に
そ
の
繁
求
令
実
行
で
き
る
な
ら
、
ぞ
れ
は
信
仰
仰
の
自
由
た
る
基
本
権
の
慾
法
的
に
命
じ
ら
れ
る
理
解
に
反
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
反
対
者
は
、
憲
法
が
要
求
す
る
寛
大
な
調
整
を
按
折
き
せ
、
し
か
も
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一 

七
条
第
一

G

項
に
迷
反
し
て
、
自
己
の
線
信
に
絶
対
的
優
先
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

4
.
十
字
架
を
源
開
と
す
る
信
仰
上
及
び
世
界
観
上
の
葛
藤

授
業
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
法 

第
七
条
第
一

よ
る
「
真
制
か
つ
潔
解
可
能
な
諸
根
拠
」
の
提
示
は
、
十

字
架
の
設
置
に
反
対
す
る
者
か
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第

。
七
条
第
五
項
の
黙
秘
機
に
鑑
み
、
物
的
正
当
化
の
意
味
で
、
そ
の
宗
教

一 153 
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宗教法務19号(2000)

的
・
世
界
観
間
的
確
信
の
内
容
も
し
く
は
密
度
の
包
括
的
説
明
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
決
定
的
・
な
こ
と
は
、
教
室
で
の
十
字

架
取
り
外
し
要
求
の
た
め
に
は
、
任
意
の
、
気
畿
な
、
も
し
く
は
、
乱
照
的
諸
根
拠
で
は
充
分
で
な
く
、
反
対
の
お
標
を
正
当
化
ず
る

関
係
に
あ
る
も
の
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
物
の
本
性
か
ら
し
て
、
一
信
卵
も
し
く
は
世
界
観
の
諸
根
拠
で
し
か
夜
り
得
な
い
。

あ
る
宗
教
共
同
体
も
し
く
は
世
界
観
へ
の
所
属
を
引
き
合
い
に
出
す
だ
け
で
は
原
則
則
的
に
充
分
で
は
な
い
。
通
常
反
対
者
は
、
十
字
架

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
に
と
っ
て
、
ど
の
程
震
直
ハ
斜
か
?
不
可
避
な
信
仰
上
及
び
枇
界
観
上
の
葛
藤
が
生
ず
る
か
を
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
ω
a
m
C

C
C

こ
の
よ
う
な
限
定
的
説
明
負
担
に
、
管
轄
機
関
の
同
様
に
線
定
的
な
検
萩
権
限
が
対
応
し
て
い
る
。
反
対
考
の
見
解
の
「
正
し
さ
」

の
詳
細
な
検
討
も
検
誌
も
行
な
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
。

5
.
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
の
確
認
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
対
立
し
な
い

教
育
・
授
業
に
関
す
る
バ
イ
エ
ル
ン

{
切
と
閉 

〉
第
七
条
第
一
一
一
壌
が
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
憲

(
一 

8〉

法
裁
判
所
の
確
認
は
、
一
九
九
五
年
五
月
十
六
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
担
比
さ
れ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ

(
号
)

の
確
認
に
対
立
し
な
い
。

周
知
の
如
く
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
は
、
紛
争
解
決
を
予
定
し
な
が
ら
、
公
立
義
務
留
民
学
校
の
数
意
に
お
け
る
十
字
架
の
設

震
を
義
務
付
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
'
授
業
法 

の
〉
第
七
条
第
一
一
一
項
が
バ
イ
エ
ル
ン
懇
法
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
違
憲
確

認
申
請
を
却
下
し
た
。 

154-
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g
そ
こ
で
審
議
め
対
象
と
さ
れ
た
事
項
は
、
な
か
ん
づ
く
、
信
教
の
自
由
、
十
字
架
の
意
味
と
そ
の 

国
家
の
宗
教
的

中
立
性
{
券

体
化
〉
、
信
教
の
闘
由
に
関
わ
る
平
等
感
剤
、

の
教
会
禁
止
」
と
十
字
架
、
信
仰
に
関
わ
る
「
黙
秘
権
代
荷
親
の

教
育
機
、
根
拠
縫
示
義
務
と
情
報
上
の
自
決
権
、
寛
容
命
令
、
信
教
の
自
由
と
紛
争
解
決
規
定
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
信
教
の
白
取
と
紛
争
解
決
競
走
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
吟
味
し
た
い
。

蘭
.
語
教
の
自
由
と
紛
争
解
決
規
定

関
家
は
、
学
校
制
約
震
の
秩
序
と
組
織
へ
の
権
能
に
基
づ
き
、
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
設
第
一
三 

条
)
、
バ
イ
エ
ル
ン
態
法
第

二
条
の

O

教
育 

標
の
尊
重
下
に
、
そ
の
欝
仰
態
変
か
ら
し
て
、
学
校
で
の
十
字
架
を
望
み
、
も
し
く
は
受
け
入
れ
る
弼
毅
逮
や
生
徒
速
の
多
数

の
撤
定
意
思
令
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
告
白
会
拒
否
す
る
肉
親
達
や
生
徒
遠
の
利
益
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一
二
三
条
第
二
壊
の
「
神
へ

M
)

ω{ 〉

の
樹
氏
敬
」
た
る
憲
語
的
教
育
目
標
の
意
味
で
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
的
告
自
の
諸
原
則
に
合
致
し
た
教
育
を
紫
む
雨
親
遣
や
生
徒
逮


の
観
点
と
対
立
す
る
関
係
に
陥
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。


双
方
の
信
教
の
自
由
は
、
問
様
に
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一 

七
条
第
一
項
に
よ
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ


O

て
、
相
互
に
対
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
問
様
に
憲
法
の
中
に
棋
拠
を
持
つ
基
本
権
的
立
場
の
鮒
の
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
。

」
の
よ
う
な
状
況
に
際
し

立
法
殺
は
、
憲
法
を
根
拠
と
し
て
、
対
立
す
る
サ
絵
本
権
の
諸
立
場
の
可
能
な
限
り
「
寛
大
な
調
整
」
も

(
け

μ〉
(

刊

し
く
は
「
実
銭
的
調
和
」
に
弼
壊
す
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

'̂

抗
弁
対
象
諸
規
定
は
、
異
な
る
宗
教
的
・
世
界
観
的
諸
見
解
剖
の
紛
争
の
場
合
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
・
授
業
法
(
∞
S
M
W
C
C
)
第

の
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言宗教法務 19琴(2000)

七
条
第
一
一

一
文
及
び
閥
文
の
方
法
で
、
地
偲
使
な
合
意
を
試
み
、
も
し
く
は
、
学
校
長
に
よ
っ
て
公
正
な
鶏
整
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
規

定
す
る
。

立
法
者
が
紛
争
令
学
校
で
の
十
字
架
の
設
費
そ
拒
杏
す
る
肉
親
達
や
生
徒
遠
の
没
界
観
に
自
動
的
か
つ
絶
対
的
優
先
携
を
付
与
す
る

方
式
で
解
決
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
的
に
反
対
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
学
校
で
の
十
字
架
を
議
む
一
肉
親
達
や
生
徒
遣
は
、

(
刊
以
)

そ
の
信
教
の
自
・
自
に
お
い
て
、
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

バ
イ
エ
ル
ン
教
務
・
授
業
法
記
ミ
開
口
。
)
第
七
条
第
三
壊
一
一
一
文
及
、
び
間
文
に
従
っ
た
倒
則
的
ケ
�
 ス
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
可
能
性

に
よ
っ
て
、
学
校
の
実
践
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
関
民
学
校
規
取
第
十
三
条
第
一

倣
す
迷
邦
憲
法
裁
判
所
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
強
制
お
よ
び
回
避
不
可
能
性
の
要
素
が
取
り
除
か
れ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
の
信
奉
者
も
し
く
は
い
か
な
る
信
仰
も
信
奉
し
な
い
者
の
語
教

の
自
由
に
も
絶
対
的
優
先
権
が
付
与
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
告
白
お
よ
び
そ
の
信
仰
の
象
徴
の
バ
イ
エ
ル
ン
筆
法
第
一

〈
お
)

七
条
第
一
墳
に
違
反
す
る
倒
外
な
き
穣
先
権
も
創
設
さ
れ
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第

。
七
条
第
一
項
か
ら
生
ず
る
基
本
権
は
、
他
の
基
本
権
と
陀
様
に
、
「
多
数
で
決
着
で
き
な
い
己

多
数
派
は
、
そ
の
信
仰
の
見
解
と
実
行
を
少
数
派
に
強
制
約
で
き
な
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
・
設
業
法
誌
と
向
山
口
の
)
第
七
条
第
三
項

西
文
鎮
段
は
こ
の
原
則
を
侵
害
し
な
い
。
こ
の
規
定
の
語
句
か
ら
は
、
多
数
派
の
意
思

i

(
U
H
)

こ
れ
だ
け
が
決
定
的
な
の
で
は
な
い
と
器
一
口
う
結
論
と
な
る
。
多
数
派
の
意
思
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
可
能
な
限
り
」
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
反
対
者
還
の
信
教
の
自
由
が

一
文
に
基
づ
く
教
援
で
の
十
字
架
の
設
最
を
違
憲
と
肴

考
癒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
・
授
業
法
宙
ミ O
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間
己
主
第
七
条
第
一
一
一
項
田
文
前
段
参
照
)
。

従
っ
て
、
紛
争
の
場
合
に
は
、
法
律
の
詩
句
と
緩
絡
か
ら
生
ず
る
よ
う
に
、
期
待
不
可
能
な
内
的
負
担
に
対
す
る
重
大
か
つ
理
解
可

能
な
諸
根
拠
が
結
論
付
け
ら
れ
、
し
か
も
被
害
の
よ
り
少
な
い
調
整
が
不
可
能
な
場
合
に
、
多
数
派
が
対
立
し
て
も
、
反
対
者
が
そ
の

〈
吋
坤
)

意
思
を
過
す
の
で
あ
る
。

H
)

従
っ
て
、
紛
争
解
決
に
お
け
る
多
数
採
の
意
思
は
決
定
的
で
は
な
い
。
こ
の
意
患
は
、
反
対
者
が
主
張
寸
る
諸
根
拠
の
最
終
決
定
的

〈
刊

重
大
性
と
理
解
可
能
強
の
前
に
後
退
す
る
。

O

信
教
の
自
密
た
る
基
本
権
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一 

O
七
条
第
二
項
)
は
、
侵
常
一
閃
さ
れ
な
い
。
立
法
者
は
、

方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

O

教
室
に

つ
の
十
字
架
を
設
議
す
る
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
脅
岳
と
そ
の
信
録
的
象
徴
に
特
別
の
地
殺
を
付

与
し
、
他
方
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
・
授
業
法
亘
書
関
む
の
)
第
七
条
第
一
一

文
夏
、
び
間
文
に
よ
っ
て
紛
争
ケ
ー
ス
の
た
め
に
解
決

を
可
能
に
す
る
競
定
を
以
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一 

七
条
第
三
漬
か
ら
す
る
基
本
権
の
対
立
す
る
立
場
に
対
応
す
る
寛
大
な
調
整

(
川
}

を
開
い
た
。

慾
法
裁
判
所
判
決
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
は
、
九
そ
以
下
の
よ
う
に
婆
約
さ
れ
よ
う
。


、9
〉

関
家
は
、
そ
の
学
校
監
組
関
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
一
↓
一
一 

条
)
と
こ
れ
に
関
わ
る
学
校
制
度
の
秩
序
と
組
織
へ
の
権
隈
か
ら
し
て
、

教
室
の
袋
犠
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

立
法
者
は
、
憲
法
的
諸
根
拠
か
ら
、
国
民
学
校
の
す
べ
て
の
教
援
に
十
字
架
が
設
霞
さ
れ
る
と
す
る
翠
律
を
な
す
こ
と
が
原
則
的
に

妨
げ
ら
れ
な
い
。 
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国
家
は
、
宗
教
的
も
し
く
は
世
界
観
的
諸
根
拠
か
ら
十
字
架
を
拒
否
す
る
者
と
十
字
架
を
望
む
か
あ
る
い
は
受
け
入
れ
る
者
の
対
立

ナ
る
恭
本
権
の
立
場
の
関
で
穂
便
な
調
獲
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
現
き
な
い
。

こ
の
義
務
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
・
授
業
法 

ミ
関
口
の
〉
第
七
条
第
一
一
一
項
一
一
一
文
及
び
四
文
の
導
入
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
。

臣
家
が
命
ず
る
教
家
へ
の
十
字
架
の
設
震
に
関
わ
る
こ
の
紛
争
規
律
の
合
法
性
に
龍
み
て
、
教
室
で
の
十
字
架
を
受
け
入
れ
よ
う
と

し
な
い
若
か
ら
は
、
民
主
的
法
治
民
家
の
諸
条
件
の
下
に
、
し
か
も
寛
容
命
令
の
考
慮
の
下
に
、
異
議
令
市
申
立
て
、
か
っ
こ
の
た
め
に

〈
刊
叫
)

山
信
仰
も
し
く
は
世
界
観
の
真
制
約
な
か
っ
理
解
可
能
な
諸
根
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
得
る
。

バ
イ
エ
ル
ン
の
立
法
者
は
、
諸
議
会
、
諸
宗
教
共
肉
体
及
び
世
界
続
的
諸
共
同
体
に
対
す
る
岡
家
の
市
立
牲
の
震
刷
、
そ
し
て
国
家

C
C

の
教
会
禁
止
(
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第

間
二
条
第
一
項
)
に
よ
っ
て
も
、
間
関
民
学
校
の
教
室
に
十
字
架
の
設
費
を
命
ず
る
こ
と
を
妨
げ

ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
立
法
者
は
同
時
に
、
こ
れ
に
異
議
が
・
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
の
た
め
に
紛
争
解
決
を
予
定
し
て
い
る
か
ら
で

(
幻
)

あ
る
。

結
論
と
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
教
育
‘
授
業
法
高
是
出 

〉
第
七
条
第
一
一
一
項
は
、
憲
法
的
に
抗
弁
対
象
と
な
ら
な
い
放
に
、
こ
の
性

民
訴
訟
を
根
拠
が
無
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

結
論

(ω

潤
知
の
ご
と
く
、
ド
イ
ツ
憲
法
体
制
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
保
護
は
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
に
根
差
し
た
独
特
の
宗
教
的
背
景
を
有
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

て
の
市
民
に
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
宗
教
問
問
題
に
お
け
る
関
家
の
中
立
義
務
〈
悶
の
教
会
は
存

在
し
て
は
な
ら
な
い
!
)
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
罰
家
の
宗
教
自
体
と
の
一
体
性
(
同
一
化
〉
の
禁
止
、
悶
家
と
宗
教
関
体
の
制
度
的 
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〈 言主

w
同

(
M
M
W

〈
常
時 

-
h

申日い崎町 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
か
ん
づ
く
小
林
出
品
展
「
信
教
の
底
的
の
た
め
の
紋
教
組
知
立
横
山
党
一
十
写
楽
判
決
い
逮
邦
憲
法
裁
料
引
所
一
九
九
笈 

159-

分
離
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
関
家
の
家
教
的
中
立
は
、
国
家
の
宗
教
問
題
も
し
く
は
宗
教
関
体
に
対
す
る
無
関
心
、
国
家
と
宗

教
の
完
全
な
分
離
を
意
味
し
な
い
。
関
家
は
、
住
民
の
多
数
の
宗
教
感
覚
に
応
分
の
考
蟻
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
少
数
派
の
宗
教
感
覚

の
保
護
に
も
考
癒
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
問
題
で
は
、
間
家
に
お
け
る
多
数
派
と
少
数
採
の
相
互
寛
容
と
相
互
誠
一

和
が
間
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
国
家
と
宗
教
盟
体
は
、
多
く
の
領
域
で
、
相
互
協
力
、
相
互
補
完
を
遂
行
し
て
い
る
。
生
民
の
…
比
例

的
多
数
の
宗
教
惑
党
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
考
え
を
異
に
す
る
少
数
派
の
宗
教
感
覚
を
保
護
す
る
こ
と
が
、
関
家
の
本
来
的
法
的
義
務

と
心
得
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
の
保
証
方
式
の
実
懸
は
、
そ
の
歴
史
的
背
景
か
ら
し
て
、
日
本
の
そ
れ
と
は
大
幅
に
異
な

る
。
し
か
し
参
考
と
な
る
部
分
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
思
家
の
宗
教
的
中
立
が
、
菌
家
の
宗
教
問
題
も
し
く

は
宗
教
団
体
に
対
す
る
無
関
心
、
間
家
と
宗
教
の
完
全
の
分
離
を
意
味
し
な
い
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
ま
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

我
が
痛
に
お
け
る
諮
教
の
自
由
が
、
政
教
厳
格
分
離
、
臨
家
の
脱
京
教
、
無
念
小
教
と
同
霞
さ
れ
て
い
る
現
状
は
呉
常
な
状
態
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。
信
教
の
告
白
を
保
障
す
る
た
め
に
、
絶
対
的
政
教
分
離
に
罰
執
せ
ず
、
国
家
と
宗
教
団
体
問
の
儀
式
及
、
び
人
道
・
福
祉

分
野
に
お
け
る
一
定
の
恭
準
に
従
っ
た
相
互
協
力
及
び
招
互
補
完
の
可
能
性
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
マ
ル
ク

ス
主
義
も
し
く
は
間
違
っ
た
歴
史
績
を
背
景
と
し
た
宗
教
観
に
基
づ
く
政
教
厳
格
分
離
政
策
は
、
宗
教
に
も
、
社
会
に
も
、
富
家
に
も

泰
仕
せ
ず
、
従
っ
て
、
人
間
の
拘
留
を
義
か
に
し
な
い
。
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